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１ 開催要件確認（委員の過半数の出席が必要です。） 
    ２ 会長挨拶 

３ 校長挨拶 

 ４ 新規委員任命書交付 

    ５ 自己紹介 

      ・委員、学校職員、CSディレクター、オブザーバー 

    ６ 浜松市学校運営協議会規則確認 

    ７ 議長の選出 

    ８ 前回会議録・令和７年度協議会自己評価の確認 

    ９ 熟議 

   （１）授業についての意見交換 

   （２）学校経営構想の詳細について 

   （３）夢育やらまいか事業に対する意見書について 

   １０ その他 

      ・ボランティアについて 

      ・運営協議会自己評価について 

   １１ 連絡 

     ○ 令和８年度学校職員・年間行事計画 

     ○ 今後の運営協議会の予定について       

回 月 日 議題（予定） 

２ ９月１５日（火） 今後の学校運営について 

（１学期アンケート結果をもとに） 

３ １１月１８日（水） 目指す子供像について（職員参加） 

４ １月１５日（金） 来年度の学校運営について 

（２学期アンケート結果をもとに） 

５ ２月１６日（火） 学校運営の基本方針について 

学校運営協議会 自己評価 
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○浜松市学校運営協議会規則 

令和元年８月２９日 

浜松市教育委員会規則第２号 

改正 令和５年８月３１日浜松市教委規則第１０号 

改正 令和７年３月２６日浜松市教委規則第６号 

改正 令和８年３月２３日浜松市教委規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第４７条の５の規定に基づき、学校運営協議会（以下「協議会」という。）につ

いて必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 対象学校 協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校

をいう。 

(2) 校長 対象学校の校長（園長を含む。）をいう。 

(3) 児童生徒 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児をいう。 

(4) 保護者 児童生徒の保護者をいう。 

(5) 地域住民 対象学校の所在する地域の住民をいう。 

(6) 地域住民等 地域住民、対象学校の運営に資する活動を行う者その他の関係者をい

う。 

（目的） 

第３条 協議会は、児童生徒及び地域の現状並びに学校の課題を捉え、特色ある学校づく

りを推進するとともに、地域とともにある学校の実現に資することを理念として、浜松

市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の権限と責任の下、保護者及び

地域住民等の対象学校の運営への参画を促進し、もって当該運営の改善及び児童生徒の

教育活動の充実を図ることを目的とする。 

（令７教委規則６・一部改正） 

（設置） 

第４条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認められる場合には、当該目的が達成

できると認められる学校ごとに、協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が２以

上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、２以上の

学校について一の協議会を置くことができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により協議会を置く場合には、校長、保護者及び地域住民
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等の意見を反映するよう努めるものとする。 

（協議会の役割） 

第５条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

(1) 対象学校の運営に関すること。 

(2) 対象学校の運営への必要な支援に関すること。 

(3) 児童生徒の健全育成に関すること。 

２ 協議会は、協議の結果について、保護者及び地域住民等の理解を促し、主体的な参画

並びに支援及び協力を得られるようにするため、保護者及び地域住民等に協議の結果に

関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

（対象学校の運営に関する基本的な方針の承認） 

第６条 校長は、教育課程の編成、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第７条第１項に規定する業務量管理・健康確保

措置の実施及び学校経営に関する全体構想について、毎年度基本的な方針を作成し、協

議会の承認を得なければならない。 

２ 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従い、対象学校の運営を行わな

ければならない。 

（令８教委規則１・一部改正） 

（対象学校の運営等に関する意見の申出） 

第７条 協議会は、対象学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）につい

て、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。 

２ 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項（特定の職員に関するも

のを除く。）について、教育委員会に対して意見を述べることができる。 

３ 協議会は、前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、

校長の意見を聴取しなければならない。 

（対象学校の運営等に関する評価） 

第８条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営状況について、浜松市立幼稚園管理

規則（平成２年浜松市教育委員会規則第６号）第２１条第３項、浜松市立小中学校管理

規則（昭和３２年浜松市教育委員会規則第１号）第３３条第３項又は浜松市立高等学校

管理規則（昭和３２年浜松市教育委員会規則第３号）第４０条第３項に規定する評価を

行わなければならない。 

２ 協議会は、毎年度１回以上、当該協議会の取組について自ら評価を行わなければなら

ない。 

３ 前２項の評価について必要な事項は、別に定める。 

（委員） 
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第９条 協議会は、委員１０人以内で組織する。ただし、第４条第１項の規定により２以

上の学校について一の協議会を置く場合は、委員１５人以内で組織することができる。 

２ 校長は、次に掲げる者のうちから委員となることが適当と認められる者を選出し、教

育委員会に推薦する。 

(1) 地域住民 

(2) 保護者 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、校長が適当と認める者 

３ 委員は、前項の規定により推薦された者のうちから、教育委員会が任命する。 

４ 委員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する特別職

の地方公務員とする。 

（委員の任期） 

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

（令５教委規則１０・一部改正） 

（委員の解任） 

第１１条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することが

できる。 

(1) 委員から辞任の申出があったとき。 

(2) 心身の故障のため職務を行うことができないと認めるとき。 

(3) 次条の規定に違反したとき。 

２ 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に

報告しなければならない。 

３ 教育委員会は、委員を解任する場合は、当該委員に対して文書等によりその理由を示

さなければならない。 

（委員の守秘義務等） 

第１２条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

２ 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 委員としてふさわしくない行為をすること。 

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教的活動等に不当に利用すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、協議会又は対象学校の適正な運営に著しい支障を及ぼ

す言動をすること。 
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（会長及び副会長） 

第１３条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議の運営） 

第１４条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議長は、出席した委員の互選により、その都度定める。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見や助

言を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第１５条 協議会の会議は、公開とする。 

２ 議長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、議決により秘密会と

することができる。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。 

（研修） 

第１６条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、委員の役割及び責任等

について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。 

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置） 

第１７条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行うとともに、必要に

応じて助言又は指導を行うものとする。 

２ 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が

生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合においては、当該協議会の適正な運営

を確保するために必要な措置を講じるものとする。 

３ 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報

の提供を行うものとする。 

（細目） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 



⑴ 

⑵ 

⑶ 

⑷ 

⑸ 







（様式１）
学校番号 （ 小 ・ 中 ２６ ）

令和７年度 学校運営協議会自己評価表
浜松市立（ 和田小 ）学校運営協議会⾧

＜本年度の目標＞

 児童の安全や居場所づくり、地域の魅力を生かした授業づくりなど、学校の課題に新たな提案ができるよう、地域の

各組織や学校職員との連携をさらに深める。

  ○ 協議会・熟議内容の周知（地域・保護者）

  ○ 学校職員と話し合いの場の設定

  ○ 地域人材の掘り起こし

＜評価項目１＞　学校運営の基本方針について熟議することができたか。

⇒　ア　よくできた　　イ　できた　　ウ　あまりできなかった　　エ　できなかった
（理由）

 学校側から提示されたグランドデザインや経営構想に対し、校⾧をはじめ各担当教職員から丁寧で分かりやすい説明

があり、委員が学校運営について深く理解することができたと思う。特に、昨年度より行っている教職員とのグループ

協議は、先生方の子供たちへの熱意や寄り添う姿勢を直接感じ取ることのできる貴重な機会となっている。一方で教育

を専門としない多くの委員がどれだけ教育用語を理解できたかについては不安が残る。今後、学校の目指す子供の姿や

教育活動についてより理解を深める必要がある。発言しやすい雰囲気がより広まったよさを生かし、各委員が意見を伝

え合い、一層充実した熟議を行っていきたい。

＜評価項目２＞　承認した学校運営の基本方針に沿った、教育活動の充実につながる学校支援活
動などについて熟議を進めることができたか。

⇒　ア　よくできた　　イ　できた　　ウ　あまりできなかった　　エ　できなかった
（理由）

 本年度、単発的なボランティアだけでなく、総合的な学習の時間に単元全体に地域が関わる活動が実施できたことは

大きな成果であると考えられる。また、具体的な活動として、新1年生の集団下校見守りや「町たんけん」や「家庭科

の学習支援」など地域安全推進員や多くのボランティアの協力を得られたことから学校の「地域に開かれた教育活動」

への支援をすることができていると考えられる。今後の課題としては、学校・家庭・地域の明確な役割分担に関する議

論が十分ではなかった点が挙げられる 。今後は、行ったボランティアのチラシを委員にも配付・共有し、運営協議会

として各委員がどのような支援をすべきか、より踏み込んだ協議をしていきたい。

＜評価項目３＞　協議会での協議結果について、十分な情報発信を行ったか。

⇒　ア　充分に行った　　イ　行った　　ウ　あまり行わなかった　　エ　行わなかった
（理由）

「コミスクだより」や学校ブログ、さくら連絡網などを活用し、写真を取り入れた視覚的に分かりやすい情報発信を継

続して行った。特に「コミスクだより」は親しみやすい誌面へと工夫され、地域住民への回覧や公式サイトへの掲載を

通じて、活動の周知に努めることができた。また、委員が自身の所属する組織（民生委員定例会等）で直接説明を行う

など、草の根の広報活動も浸透に寄与している。今後は、限られた紙面の中で協議内容をいかに正確に伝えるかという

編集上の工夫や、発行回数、時期を検討するなどよりよい情報発信の方法を考えていきたい。

＜評価項目４＞　今年度の評価を踏まえた来年度の目標

 児童の豊かな学びに結びつく地域人材を活かした活動や保護者や地域の方によるボランティア活動をさらに進める。

そのために地域の組織やPTA、学校職員との連携を今以上に深める。

○協議会・熟議内容の周知（地域・保護者）

○学校の課題に対しての提案

○学校職員との話し合いの場を設定
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市：政策１ 施策７ 育ちや学びをつなぐ教育の推進 

 
 

 
市：政策２ 施策１ 多様なニーズに対応したこども・保護者へ 

の支援 
 

 

 

市：政策２ 施策２ 特別な支援を必要とするこどもの学びや支 
援の充実 

 
 

 

 
市：政策２ 施策３ 不登校児童生徒の学びや支援の充実 

 

 
市：政策２ 施策４ 外国につながるこどもの学びや支援の充実 

 

 
市：政策１ 施策２ 豊かな心の育成 

 

 



（６）生徒指導の充実 

 
 

 
 

 

 

＜「きたえあう子」の育成のために＞ 

（７）体力向上の取組 

 
（８）安全教育の推進 

 
（９）生活習慣の改善 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 目指す教職員の姿 

（１）一人の教師として 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

市：政策１ 施策３ 健やかな心身の育成 

 

 

 
市：政策４ 施策５ いじめ問題への対応 

 

 
市：政策４ 施策２ 学校安全の推進 

 



（２）組織として 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

令和４年１２月 中央教育審議会答申 

「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用研修等の在り方について 

～『新たな教師の学びの姿』の実現と 

多様な専門性集団を有する質の高い教職員集団の形成～」 
 

 
 

 
 

 

 

 
  
  
  

 
市：政策３ 施策２ 専門性を有する質の高い教職員の育成 

 

 
市：政策３ 施策３ 多様な支援スタッフの配置 

 

 
市：政策３ 施策４ 教職員が生き生きと働ける環境の整備 

 





徳育の部 徳育向上プラン 

◎生徒指導上の実態          ◎児童の実態 

内容 R6 年度 R7 年度 

いじめ認知報告件数 ２７８件 １９７件 

不登校児童 １５名 12 名 

別室登校児童 ４名 2 名 

校外まなびの教室 ３名 3 名 

フリースクール活用 ３名 2 名 

問題行動報告件数 １件 2 件 

※R7 年度は、R8.3.5 時点の件数を記載 

◎具体的な取り組み 

 

 〇「和田っ子宣言」の関連内容を毎月の生活のめあてにし、子供の意識を高める。 

 〇主体的な学び、対話的な学びを重視した道徳教育の充実を図り、自分事として考えたり、物事を多面的

にとらえる力、正しく判断する力を育成したりする。 

〇一人一人を認め合い、尊重し合う多様性・包摂性の理解と実践を図る。 

 

 

〇「構成的グループエンカウンター」や「ソーシャルスキルトレーニング」の実践を通した 

学級づくり、人間関係づくりの取り組みをする。  

 

  

〇縦割り活動（清掃・遊び）を充実させ、リーダーシップ、フォロワーシップを養う。 

〇行事や学年集会、児童会活動を通して、「集団への所属感」「集団の場における規律の大切さ」 

「達成感・成就感」を子供たちに実感させる。 

 

 

〇温かな人間関係を築く学級経営を基盤に、ほめて伸ばす指導や気持ちに寄り添う相談指導を充実させ、

自己有用感を高める。 

 

 

〇組織的な取り組みによる、いじめの未然防止、早期発見、早期解決を図る。 

 ・普段から、児童に対してのいじめ防止教育の実践 

・児童や保護者から寄せられる様々な相談を、関係職員で共有して組織的に対応する。 

・いじめの疑いのある情報はすぐに報告し、いじめ対策委員会にて方針を決定する。 

２ 他者との関わり方を学ぶ機会「心の日」の設定 

４ ほめて伸ばす指導や気持ちに寄り添う相談・指導の充実 

  
 
 

  
 

 
 

  

５ 組織的な取り組みによるいじめの未然防止・早期発見、解決 

１ 道徳教育の充実 

３ 異学年集団による活動 



◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

 

 



（様式１） 

令和 ８年 ５月 １４日  

 

浜松市立和田小学校 

夢をはぐくむ学校づくり推進協議会 

代表 鈴木 剛司 様 

 

浜松市立和田小学校運営協議会 

 

 

夢育やらまいか事業に対する意見書（案） 

 

 令和８年５月１３日に開催した学校運営協議会において、下記の意見を議決

しましたので報告します。 

 

記 

 

１ 学校運営の基本方針を具現化するための意見 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 将来への夢や希望を抱く機会となるよう、様々な生き方に触れる場を

設定し、キャリア教育を充実させるべきである。 

   ⇒ 様々な職業、社会貢献をしている地域の人材に講師を依頼する。 

   ⇒ 地域に呼び掛けてボランティアを募集し、学習への参加を図る。 

 

 ② 家族や地域に愛情や節度をもって接する豊かな心を育むため、命の大 

切さや情報モラルについて学ぶ場を設定すべきである。 

   ⇒ 専門的な知識をもつ講師を依頼する。 

 

③ 和田小学校区は交通量が多い地区である。子供たちのいのちを守るた

め、安全教育を充実させるべきである。 

   ⇒ 登下校や低学年の校外学習の際に、見守りボランティアを募集す

る。 

   ⇒ 交通安全に関する書籍や横断旗などを購入し、子供たちの安全意 

識を高める。 

 

 

 

 



４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

集団下校 生活科 生活科 生活科 生活科

給食 安間川公園 朝顔のリース 安間川公園 昔遊び

生活科 生活科 生活科 生活科 生活科

町探検 町探検２回 町探検 町探検 おでん

校外学習(駅） (グループで) (グループで)  パーティー

めいけん学習 国語科 めいけん学習

 講話 書き初め 体験活動

 町探検 外国語活動

家庭科 家庭科 家庭科

手縫い ミシン ミシン

ﾗﾝﾁｮﾝﾏｯﾄ作り エプロン作り

家庭科 めいけん学習 図工科

ミシン 自分を見つめて 絵手紙

ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ作り 講話 保護者へ感謝

６年

５年

令和７年度 ボランティア実施活動  （青文字は６年度の実施）

１年

２年

３年

４年

外国語活動 外国語活動 外国語活動

外国語活動 外国語活動 外国語活動

外国語活動

外国語活動外国語活動



浜 教 学 学 第 ２ 号  

令和８年４月３日   

 

学校運営協議会長各位 

    

                         浜松市教育委員会  

                         学校・地域連携課長 佐藤 智香 

 

 令和８年度学校運営協議会自己評価の実施と結果等の報告について（依頼） 

 

春暖の候、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃から、本市のコミュニティ・スクールにつきまして御理解と御協力をいただき、厚

く御礼申し上げます。 

さて、学校運営協議会は、浜松市学校運営協議会規則第８条第２項に基づき、毎年度、

自己評価を行うことになっています。評価に当たっては、別添「学校運営協議会自己評価

実施要項」に沿って実施し、結果について下記のとおり御報告願います。 
 

記 

 

１ 提 出 物  「令和８年度学校運営協議会自己評価表」（様式１） 

 

２ 提出期限  令和９年２月末日（最終の学校運営協議会終了後、速やかに） 

 

３ 提 出 先  各学校へ御提出ください。 

 

４ そ の 他 

(1) 自己評価の手順について、実施要項、学校運営協議会の自己評価の記入上の留意点

を参考にしてください。協議会において、委員全員で十分に話し合って進めていく

ようにしてください。 

 

(2) 自己評価の結果については、ＣＳ便りや学校ホームページ等を活用し、広く保護者 

や地域住民等に公表するよう努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



学校運営協議会自己評価実施要項  

                              浜松市教育委員会 

１ 趣旨 

  この要項は、浜松市学校運営協議会規則（令和元年 浜松市教育委員会規則第２号） 

第８条に規定する学校運営協議会（以下「協議会」という。）の自己評価の実施につ 

いて必要な事項を定める。 

 

２ 評価の目的 

  各協議会が、自らの取組について、その取組内容や達成状況等について自己評価し、

改善につなげることにより、保護者、地域住民等の対象学校の運営への参加を促進し、

当該運営の改善及び児童生徒の教育活動の充実を図る。 

    

３ 評価の実施 

  協議会は、以下の評価項目について自ら評価を行う。 

 ＜評価項目＞  

  （必須） ※全ての協議会で行う。 

１ 学校運営の基本方針について熟議することができたか。 

   ２ 承認した学校運営の基本方針に沿った、教育活動の充実につながる学校支

援活動などについて熟議を進めることができたか。 

   ３ 協議会の結果について、十分な情報発信を行ったか。 

   ４ 今年度の評価を踏まえた来年度の目標 

     

 (参考) ※各協議会で追加する項目があれば設定する。 

    

４ 自己評価の結果の報告書の作成 

協議会は、自己評価結果を様式１により、簡潔にとりまとめる。 

 

５ 評価結果の公表 

    協議会は、自己評価の結果について、ＣＳ便り、学校のホームページ、連絡アプ

リ等を活用し、広く保護者や地域住民等に公表するよう努める。 

 

６ 評価結果の報告と改善支援 

(1) 教育委員会への報告 

協議会は、様式１を当該年度末の指定する日までに教育委員会へ提出する。 

(2) 教育委員会による改善支援 

ア 様式１の活用 

様式１は教育委員会学校・地域連携課が集約し、各協議会の運営状況につい

て把握するための資料とする。 

イ 評価結果等に基づく改善支援 

教育委員会は、評価結果等に基づき、各協議会の取組の改善が図られるよ

う、必要な助言又は指導を行う。 

附 則  

この実施要項は、令和２年９月１日から施行する。 

この実施要項は、令和５年４月１日から施行する。 

この実施要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 



（様式１）
学校番号 （ 小 026  ）

令和８年度 学校運営協議会自己評価表
浜松市立和田小学校運営協議会⾧

＜本年度の目標＞

 児童の豊かな学びに結びつく地域人材を活かした活動や保護者や地域の方によるボランティア活動をさらに

進める。そのために地域の組織やPTA、学校職員との連携を今以上に深める。

 ○協議会・熟議内容の周知（地域・保護者）

 ○学校の課題に対しての提案

 ○学校職員との話し合いの場を設定

＜評価項目１＞　学校運営の基本方針について熟議することができたか。

⇒　ア　よくできた　　イ　できた　　ウ　あまりできなかった　　エ　できなかった
（理由）

＜評価項目２＞　承認した学校運営の基本方針に沿った、教育活動の充実につながる学校
支援活動などについて熟議を進めることができたか。

⇒　ア　よくできた　　イ　できた　　ウ　あまりできなかった　　エ　できなかった
（理由）

＜評価項目３＞　協議会での協議結果について、十分な情報発信を行ったか。

⇒　ア　充分に行った　　イ　行った　　ウ　あまり行わなかった　　エ　行わなかった
（理由）

＜評価項目４＞　今年度の評価を踏まえた来年度の目標



【　熟議チェックシート　】 氏名（　　　　　　　　　）

できている もう少し

評
価
項
目
　
１

評
価
項
目
　
２

　協議会で決定し、実施した学校支援活動について、振り返りや反省を
行った。

　校長の説明を聞いて、分からない用語や疑問に感じたことを遠慮なく質
問し、それに対して理解・納得できる回答が得られた。

　基本方針の承認にあたり、校長の説明を聞置くだけでなく、よりよい学
校運営のために委員が建設的な意見を発言できた。

　委員が、学校教育目標や学校運営の基本方針についての内容を理解し、
共有した。

　学校評価などの評価結果を生かした改善について確認した。

　学校運営について、委員が率直に意見を述べることができた。

　これまで行われてきた学校支援活動についても、教育目標とのつながり
や学校、家庭、地域の役割分担を考え、見直すことができた。

　　【参考資料】

　学校の教育目標と学校支援活動とのつながりを意識して、協議会で協議
を重ねた。

　熟議の結果、学校、家庭、地域がそれぞれ実行すべきこと、役割分担が
明確になった。


